
別紙３

名称 保存期間 備考
個人県民税情報 7年

法人二税情報 10年
保存期間経過後、最低10年間は復元可能な状態とす
ること。

県民税利子割、配当
割、株式等譲渡所得割
税情報

7年

個人事業税情報 10年
地方消費税情報 7年
不動産取得税情報 7年
固定資産税情報 7年
県たばこ税情報 7年
ゴルフ場利用税情報 7年
軽油引取税情報 7年
自動車税情報 7年
鉱区税情報 7年
狩猟税情報 7年

宛名情報 7年

最終課税・完納後
特定個人情報のアクセスログ等は７年間保存
保存期間経過後、最低10年間は復元可能な状態とす
ること。

収納情報 7年

完納後５年分サーバーで保持。
未納分は各税目の課税データもサーバーで保持。
保存期間経過後、最低10年間は復元可能な状態とす
ること。

滞納情報 7年

完納後５年分サーバーで保持。
未納分は各税目の課税データもサーバーで保持。
保存期間経過後、最低10年間は復元可能な状態とす
ること。

※総保存期間は現年＋上記保存期間とする。

情報保存期間一覧


